
 

 

 

 

組合員の皆様へ 

日本各地で積雪の多い気候となりましたので、出退勤の際の車のスリップ、歩行時の転倒等

に特に気を付けるように願います。年始より感染力の強いオミクロン株の流行により、感染

者数が激増しておりますので、引き続きうがい、マスク着用、手洗い等の感染症対策を徹底

していただき、ご健康にはお気をつけてお過ごし下さい。新型コロナウイルス感染症の水際

対策強化に係る措置として、外国人の入国停止が継続しておりますが、皆様の事業推進にお

役に立てるよう全力でサポートしてまいりますので、宜しくお願いします。 

 

建設分野における登録徹底 
 

 技能実習・外国人建設就労者受入れ基準の新基準は、制度施行日（2020年 1月 1日）以降に申請     

される 1号技能実習計画の認定より適用されております。 

 ＜新基準＞ 

 ＊建設業法第 3条の許可を受けていること 

 ＊建設キャリアアップシステムに登録していること、キャリアアップシステム事業者 IDの取得 

    技能実習１号生は 2号移行時までに必ず建設キャリアアップシステムに登録完了 

   していなければなりませんので、速やかに登録を徹底して実行願います。 

  未登録ですと 2号移行が認められませんので、十分に留意願います。 

 ＊技能実習生に対し、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと（月給制） 

 

助成金についてのご案内 

中小企業・小規模事業者向けの補助金・助成金については、組合員の皆様にとって大変 

良い制度ですので、ご紹介させていただきます。 

補助金・助成金には様々な種類がありますが、上手に活用することで、皆様の「売上拡大」

「生産性向上」「販路開拓」「人手不足解消」などに役立てる事が出来ると思われます。 

＜例ご紹介＞ 

・特別休暇（教育休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス対応休暇など）の内どれか

一つを導入するだけで、最大 100万円が支給されます。 

ご興味がございましたら、当組合迄ご連絡いただければ、全力でサポートさせていただき

ますので、ぜひご検討願います。 
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実施状況報告書について 

実習実施者は、毎年１回（５月３１日までに）、前年の４月１日から当年の３月３１日までの技能実習     

についての「実施状況報告書」（省令様式第１０号）を作成し機構に提出しなければなりません。      

報告事項は以下の通りです。 

＊ 技能検定受検状況 

＊ 実施体制 

＊ 労働条件（給与、労働時間など） 

＊ 行方不明者の発生状況 等々                                                                 

原則、報告書は実習実施者自ら記載し提出することが求められておりますので、宜しくご対応をお願い   

します。不明点がありましたら、組合の担当者にお問い合わせ頂くようお願いします。  

 添付、様式（機構のホームページからダウンロードもできます）、記入例、よくあるご質問について） 

水際対策強化に係る新たな措置（24） 

日本政府はオミクロン株対策として 1 月 11 日に新たな水際対策措置を決定しました。「水際対策強化に   

係る新たな措置（２３）」（令和３年 12 月 28 日）において、当面の間、継続することとした、「水際対策

強化に係る新たな措置（２０）」 （令和３年 11 月 29 日）における、「２．外国人の新規入国停止」及び

「３． 有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」につ いては、本年 2 月末

までの間、継続するものとする。 

組合としては、引き続き最新情報を収集してまいります。 

 

まん延防止等重点措置の適用地域 

本年始めからのオミクロン株の流行により感染者数が連日過去最大値を更新しており、 

下記 36都道府県に「まん延防止等重点措置」措置が適用されておりますので、実習実施企業様は 

技能実習生に通知し、感染対策をより徹底願います。 

1/9-1/31適用中   広島、山口、沖縄  （2/20迄延長） 

1/21-2/13適用中   群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、岐阜、愛知、三重 

            香川、長崎、熊本、宮崎 

1/27-2/20適用中  北海道、青森、山形、福島、栃木、茨城、静岡、石川、長野、京都、 

大阪、兵庫、岡山、島根、福岡、佐賀、大分、鹿児島 

※新型コロナウイルス感染症の感染予防対策や相談窓口等の周知先をやさしい日本語で新たにまとめて 

いますので、こちらのご活用もお願いします。 

 「新型コロナウイルスの役立つおしらせをまとめました」（機構ホームページ）  

https://www.otit.go.jp/files/user/211224-1.pdf 

緊急連絡先（24 時間） 

【事務局】         TEL ：048-755-9591     FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】     070-3667-8667（杉戸）   080-4477-6005(廣畑) 

                    090-9540-4849（髙橋文徳） 090-2323-7188（王）    

 












